
改   正   後  現     行 

第１～４（現行のとおり） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１の

７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指定

感染症（別表１の新型コロナウイルス感染症を除く） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日

付健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知、令和2年10月14

日最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合は、本要綱

の別記様式８から９、及び１１から７５を用いて、直ちに最寄りの保健所に

届出を行う。 

イ～エ （現行のとおり） 

 

２～７ （現行のとおり） 

 

附 則 

（現行のとおり） 

 附 則 

この実施要綱は、令和２年１０月１４日から施行する。 

 

 

第１～４（略） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１の

７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指定

感染症（別表１の新型コロナウイルス感染症を除く） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日

付健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知、令和2年10月2

日最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合は、本要綱

の別記様式８から９、及び１１から７５を用いて、直ちに最寄りの保健所に

届出を行う。 

イ～エ （略） 

 

２～７ （略） 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

 

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表 



別表１～３ （現行のとおり） 

 

別記様式一覧 （現行のとおり） 

 

別記様式１～７４ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１～３ （略） 

 

別記様式一覧 （略） 

 

別記様式１～７４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式７５ 

 

別記様式７５ 

 


